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株主優待制度の新設に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 26年７月 22日開催の取締役会において、株主優待制度を新設することを決議いたし

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度新設の目的 

  株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、中長期的に保

有していただける株主様の増加を図ることを目的として株主優待制度を新設いたします。 

  この度の株主優待として採用いたしました「株主様お買い物優待券」（1,000 円相当）は、「ショ

ップチャンネル お買い物エンターテインメント」として当社が放送する視聴者の皆様からのご支

持が厚いテレビショッピング番組でのお買い物の際にご利用いただける優待券であります。 

  この株主優待制度をご利用いただくと同時に「ＢＳ１１」をご覧いただき、当社の放送事業に対

するご理解をより深めていただくことも目的としております。 

 

２．株主優待制度の内容 

（1）対象となる株主様 

   毎年８月末日、２月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された当社株式１単元（100株）

以上保有されている株主様を対象といたします（年２回）。 

   なお、当社は平成 26年７月 11日付「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお

知らせ」に記載のとおり、平成 26年７月 31日を基準日とする株式分割（１：２）を行う予定で

あります。この度新設する株主優待制度につきましては、当該株式分割の効力発生後における当

社株式１単元（100株）以上を保有されている株主様を対象といたします。 

 

（2）優待内容 

   ショッピング専門チャンネルとして国内最大手である「ショップチャンネル(※1)」にて、お好

きな商品をお買い求めいただける「株主様お買い物優待券」（1,000円相当）を贈呈させていただ



きます。 

(※1) ジュピターショップチャンネル株式会社（本社：東京都中央区）は、平成８年 11月に日本で初めて生放送を取り入れ 

たショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を開局いたしました。現在は 24時間 365日生放送、テレビ通 

販企業国内最大手（平成 25年度 テレビ通販事業による売上高ベース）であり、ケーブルテレビや衛星放送などを通 

じ、無料で全国 2,889万世帯が視聴可能です（平成 26年 3月末現在）。また、ファッションアイテム、コスメ、家庭 

用品、健康グッズなど、世界中から厳選した商品を毎週約 700アイテム紹介し、24時間ご注文いただけます。 

 

基準日 ２月末日 ８月末日 

贈呈時期 ５月 11月 

ご利用可能期間 

（有効期間） 

６月～11月末日 

（６か月間） 

12月～５月末日 

（６か月間） 

 

３．実施時期 

  平成 26年８月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より実施いたします。 

 

「株主様お買い物優待券」の具体的なご利用方法につきましては、当該ご優待券送付時に同封の

「株主様ご優待について」をご高覧いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

以 上 

 


